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1は じめに

平成13年6月 に発生 した,大 阪教育大学附属池田

小学校児童殺傷事件.刃 物を持 った男が乱入 し,児

童8人 死亡,児 童 ・教師合わせて15人 が重軽傷を負

うという衝撃的な事件であ った.こ の事件を契機に,

それまで以上に学校における危機管理の重要性が叫

ばれたところである.そ れ以降も,突 発的な児童 ・

生徒の事故や,い じめが原因で児童生徒が自ら命を

絶っという重大な事件等が,相 次いで発生 している.

また,近 年ではインターネ ットや携帯電話等での ト

ラブル,保 護者等への対応も大きな課題 となってい

る.さ らに,平 成23年 の3月 には東 日本大震災が発

生 し多 くの人の命が失われ,本 県においても平成28

年4月 に熊本地震が発生 し甚大な被害を被った.防

災教育をどう進めるかということも大きな課題となっ

ている.正 に,危 機管理への対応は学校にとって喫

緊の課題 なのである.

そのような中,平 成27年 度から平成30年 度 までの

4年 間教員免許状更新講習において,「危機管理」

にっいての講習を行ってきた(11回 行い466名 が受

講).受 講者 に話を聞くと,先 生方が学校現場にお

いて,前 述 したいじめ ・不登校 ・突発的な事故 ・イ

ンターネ ットや携帯電話等での トラブル ・保護者の

クレーム対応等に対 して苦慮 している姿が伺われる.

学校現場においては,危 機管理にっいての研修 も行

われているが,一 人一人の教職員の意識,対 応のス

キル等十分浸透するところまでは至っていないよう

に思われる.そ こで,本 講習を通 して,受 講者に危

機管理の要点,特 に危機管理のプロセス,リ スク ・

マネジメント,ク ライシス ・マネジメント等にっい

て理解を深めさせ,事 例研修を通 して的確な対応の

仕方,組 織的対応の在 り方,関 係諸機関との連携等

にっいて十分考察させ,危 機管理に対 しての実践的

対応力を少 しでも向上させたいと考え講習に取 り組

んできた.

本稿は,学 校における危機管理の在 り方にっいて,

教員免許状更新講習での実践を通 して考察を行うも

のである.

熊本大学大学院教育学研究科

2危 機管理への取 り組みの現状等

学校で対応すべ き危機管理の対象となるのは,い

じめ ・不登校,携 帯電話やインターネッ トに関する

問題など生徒指導上の課題,授 業中や部活動中の事

故など学校管理下 における事故,地 震 ・津波 ・豪雨

等による自然災害,不 審者侵入,教 職員の不祥事な

ど多岐にわたる.学 校 においては,そ れ らのことに

適切に対応 してい くことが求められている.正 に危

機管理への対応は学校の重要な課題 となっている.

これまで,国 や県においては危機管理に関す る様々

な指針や資料を出してきた.ま た,教 育委員会,学

校においては危機管理にっいての研修も行 ってきて

いる.し かし,深 刻な事件 ・事故等はあとを絶たな

い状況である.

そのような中,平 成28年3月,文 部科学省は 「学

校事故対応に関す る指針」を公表 している.そ の指

針の中に次のような記述がある.1)1事 故発生の

未然防止及び事故発生に備えた事前の取組(1)教

職員の資質の向上(研 修の実施)の 中で 「教職員が,

事故等の発生を未然に防ぎ,万 が一事故が発生 して

も,児 童生徒の安全を確保 し,被 害を最小限にとど

めるためには,教 職員一人一一人に,状 況に応 じた的

確な判断力や機敏 な行動力等が求められてお り,教

職員の危機管理 に関する研修を充実するなど,対 応

能力を高めることが必要である.」また,「各学校に
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おいては,学 校安全計画の校内研修 に,危 機管理 に

ついての研修等を位置付け,r事 前』,r発生時』,r事

後』の三段階の危機管理に対応 した校内研修を行う

ことが求められる.な お,危 機管理に対応 した校 内

研修を行 う際には,本 指針を踏まえ,こ の内容の共

通理解を図るため,事 件 ・事故 ・災害発生時の対処

方法や救急及び緊急連絡体制の整備等にっいて,対

応能力の向上に努め ること.」 と述べている.そ し

て,(4)各 種マニュアルの策定 ・見直 しの中では,

「各学校は,危 機管理マニ ュアルを必ず策定す る

(学校保健法第29条 で策定が義務づけられている).

なお,本 マニュアルは,危 険等が発生 した際に教職

員が円滑かっ的確な対応を図るために作成するもの

であるから,毎 年度,訓 練等の結果を踏 まえて,絶

えず検証 ・見直 しを行い,実 効性のあるマニュアル

に改訂す る.」と述べている.

危機管理マニュアルにっいては,現 実には学校で

は,重 大事故等はめったに発生せず,危 機管理意識

も薄れ,マ ニュアル自体が形骸化 しているという指

摘もある.し か し,東 日本大震災において,津 波 に

より大きな犠牲を出した大川小の仙台高裁での訴訟

控訴審では,「大川小の危機管理マニュアルを改訂

し,児 童を安全に避難 させるのに適 した避難場所を

定め るべき義務を負 っていたのに怠 り,違 法.」 と

マニュアルの不備を厳 しく指摘 している.正 に,学

校においてマニュアルの検証 ・見直しを行い,実 効

性のあるものにしていくことは重要な課題となって

いる.

さらに,平 成29年3月,文 部科学省は,「第2次 学

校安全の推進に関す る計画」を公表 している.2)そ

の計画の中で,皿 学校安全を推進するための方策

1学 校安全に関する組織的取組の推進(3)学

校安全に関する教職員の研修及び教員養成の充実の

中で 「全ての教職員が一様に高い意識を持って,学

校安全に取 り組んでいるとは言い難いことに加え,

近年の教職員の大量退職 ・大量採用の影響により,

過去に我が国で発生 した自然災害や学校管理下にお

ける事件 ・事故にっいて経験のない若手教員が増加

し,児 童生徒の安全教育や安全管理に対す る危機感

が希薄化 しやす くなっているとの指摘がある.」と

述べている.

これ らの指摘されている諸課題等 にっ いては,

「子どもの安全を守 る」という視点で,教 育委員会,

各学校等で計画的に危機意識を持って真剣に取り組

んでいくことが求められている.

3講 習の実施に当たって

学校現場では,前 述 したように,い ろいろな危機

管理上の課題に取 り組んでいかなければならない.

そこで,各 種答申等で指摘されている課題の解決に

っながるような更新講習の実施が求められていると

ころである.繰 り返 しになるが,「学校における危

機管理上の課題」は幅広 く多様である.本 講習にお

いては,危 機管理を体系的にとらえ,危 機管理の意

義や危機管理推進の要点をしっかり理解させ,特 に,

重要課題と思われる事案にっいては,事 例研究等を

通 して深 く考察させるようにした.講 習内容にっい

ては,今 日の学校で特に求められている課題を取り

入れ,受 講者が必要感をもち,意 欲的に受講できる

よう内容を工夫 して行うことを心がけた.

また,講 習受講者に事前に,「本講習の受講を希

望する理 由」,「本講習で学びたいこと,特 に関心の

高い事項」にっいてアンケー トを実施 している.ア

ンケー トを見ると,い じめ ・不登校問題,イ ンター

ネ ッ ト上の トラブル,保 護者対応,防 災教育等,正

に今学校において取 り組まなければならない危機管

理上の課題が,た くさん挙げられている.そ ういう

受講者の希望(ニ ーズ)に も応える講習にすること

に努めた.

以下,事 前アンケー トの一部を紹介する.

「本講習の受講を希望する理由」では

○学校現場に点在 している危機管理上の課題に対

しての対応や解決にっいてと外部機関,関 係機

関との連携にっいて学んでみたいから.

○いじめ問題や不登校,イ ンターネッ トや携帯電

話等での トラブルなど,学 校現場では様 々な問

題が発生 している.そ のような問題への対応を,

組織的に行うことを学びたいと考え受講 した.

○教育現場での危機管理上の諸課題と対応や連携

の在 り方にっいて,よ り深 く知 りたいと思った

から.

○教員として,学 校における危機管理は大変重要

だと思い,本 講習の受講を希望 した.

○常に危機意識を持 って過ごすことの大切さにっ

いて学びなお したいと思ったから.

「本講習で学びたいこと,特 に関心の高い事項」では

○学校における危機管理にはどのようなものがあ

るのか,具 体例を交えながら教えて欲 しい.

○特別な支援を要する児童への対応,保 護者への

対応,い じめや不登校の児童に対する支援のあ

り方などにっいて理解を深めたい.

○インターネ ットトラブルや 自然災害等への対処

等にっいて.
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○危機管理の基本的な考え方,対 応など.

○子ども達が安全に過ごす事が出来る環境にっい

て学びたい.

○組織的対応の在 り方,関 係諸機関との連携の在

り方.

○学校防災マニュアルを作成する上での留意点,

防災教育の現状と今後の見通 し.

○不審者対策やSNS等 のネ ットトラブル.

○学校における危機管理上の課題,組 織的対応の

在り方,保 護者への対応等.

○ トラブルが起こった際の対応方法やマニュアル

の活用や見直しにっいて理解を深め,学 校の危

機管理マニュアルの改善を図りたい.

○不登校,ネ ットに関する問題,生 徒指導上考え

られるリスクへの具体的な対処法.

4「 危機管理」講習への取 り組みの実際

(1)実 施回数及び受講者数

平成27年 度か ら平成30年 度 まで以下の講習を実

施 した.

○平成27年 度 必修講習

○平成28年 度 選択必修講習

○平成29年 度 選択必修講習

○平成30年 度 選択必修講習

3時 間 の3回

3時 間 の3回

3時 間 の2回

6時 間 を1回

3時 間を2回

4年 間で11回 の講 習 を実施 し受講者 数は466人 で

あ った.

(2)講 習内容の概要

講習内容の概要は以下の通りである.

①危機管理の意義と危機管理推進の要点

ア 危機管理の基本的事項の理解

○民間企業における危機管理の現状

○過去に発生 した重大事件 ・事故等から見え

る課題と対策

○危機管理の定義

○危機管理の 目的 ○危機管理のプロセス

イ 学校における危機管理の対象についての考

察

ウ 危機管理の2つ の側面
・リスク ・マネジメン ト,ク ライシス ・マ

ネジメン ト

エ 学校の安全配慮義務にっいて

・注意義務…結果予見義務,結 果回避義務

オ 学校安全の法的根拠
・学校保健安全法 第27条 第29条1

項,2項,3項

カ 「学校事故対応に関する指針」の公表につ

いて

キ 安全教育推進上の留意点

②危機管理の重要課題への対応1

事例研究を通 して,事 故等発生時の的確 な対応

の仕方等にっいて考察させた.

事例は特に現在の学校において重要な課題となっ

ていると思われ る3つ の事例を取 り上げ,対 応の

問題点,適 切な対応の在 り方等にっいてグループ

協議を行い考察させた.事 例は以下の3事 例であ

る.

ア いじめ問題への対応

イ 生徒の事故への対応

ウ 発達障害への理解

個人思考→グループ協議→発表→補足説明の手

順で進めた.各 グループでは,時 間の関係で3事

例のうち2事 例を選んで考察させた.

〈事例研究題〉の例を1っ 挙げる.

イ 生徒の事故への対応

A中 学校 のサ ッカー部員 のB君 が,学 級での帰

りの会がす んだ後 の放課後,い っ も通 り部活 動 に

参加 していた.準 備運 動 を したあ と,他 の部 員 と
一緒 に全 員で30メ ー トル ダ ッシ ュを繰 り返 して

いた.4回 目の ダ ッシ ュを していた時,残 り10メ ー

トルの ところで突然 うず くまるように して倒れ込

んで しま った.他 の部 員が心配 して一一斉 にB君 の

ところに駆 け寄 ったが,顔 面蒼 白で意識 が もうろ

うと した状態 にあ った.当 日顧 問のC先 生は,午

後は校外で の研修会 に出席 して いて不在であ った.

部員 のD君 が先生 に知 らせ ようと,グ ラウン ドか

ら走 って職 員室 に向か った.ち ょうど顧 問のC先

生が研修会か ら帰 ってきて玄関に入 るところであ っ

た.そ こにD君 がrB君 が ダ ッシ ュ中に突然倒れ

て 意識 が もうろうと して います.」 と息せ きき っ

て駆 け込んで きた.

○事例にっいての対応の問題点や適切な対応の在

り方等にっいて,グ ループ協議を通 して考察さ

せる.

○各グループで協議を十分深めさせるようにした.

その後,グ ループで協議 した内容にっいて発表

させ全体での協議を行 った.最 後に,事 故発生

時の対応の仕方等にっいて,マ ニュアルに沿 っ

た対応,心 肺蘇生法やAED使 用の必要性,最

新の事例,デ ータ,裁 判例等をもとに補足説明

を行った.

本事例は筆者が学校現場で経験 した事故を少
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しアレンジして取 り上げている.実 際重大事故

が発生 した場合,的 確な対応はなかなか難 しい.

実際に対応で難 しかった場面等を具体的に話を

することで,受 講者は緊迫感を持 って考察でき

たようである.

③危機管理の重要課題への対応1[

以下の諸課題にっいて,具 体的に事案等をもと

に協議をしながら,対 応のポイン トを押さえ的確

な対応の仕方等にっいて理解を深めさせた.

ア 保護者からのクレーム対応

○クレームへの具体的対応

○処理をこじらせる要因

○クレーム対応の留意点

イ 関係諸機関との連携の在り方

○関係諸機関との連携の必要性

○連携する関係諸機関

ウ 地震 ・津波への対応について(含 む防災教

育)

○東 日本大震災 ・熊本地震から学ぶこと

○判例から学ぶこと… 「大川小津波訴訟判決

要旨からの考察」

○防災教育の進め方

工 その他の事案

○児童虐待
・子どもを虐待から守るための5か 条

・児童虐待の現状と学校に求められている

こと

○教職員に係る事案(不 祥事防止等)

・教職員の懲戒処分の状況

・学校組織として不祥事をなくすための方

策にっいて

④危機管理上の重要事項にっいて

危機管理上のポイン トになることを押さえた.

ア 危機管理における要諦… 「さしすせそ」の

対応

イ ー一人一一人の教職員の危機意識の高揚

ウ ー一人一人の教職員の危機管理対応能力の向

上

工 一人で抱え込まない→組織での対応

・以下略

危機管理上の重要事項にっいて提示 し,受 講

者の意識を高め講習のまとめを行 った.

5事 後 のア ンケー ト結 果か らの考察

(1)ア ンケー ト結果

熊本大学では,更 新講習実施後,教 員免許更新講

習事務室の方で各講習ごとに受講者に対 してアンケー

ト調査を実施 し,各 講習担当者にその結果が送付さ

れるようになっている.「各講習内容について」 の

質問項 目は以下の通 りである.

問1講 習 の手段(プ レゼ ンテー シ ョンソフ トの

使用、資料、板書、 プロジェクター、マ イク

等)は 有効で したか。

①有効だ った ②少 し有効だ った ③あ ま り有

効では なか った ④有効で なか った

問2学 校 に帰 ってか らの 自分 の実践 に生かせ る

内容はあ りま したか。

①あ った ②す こ しあ った ③あ まりなか った

④ なか った

問3教 師 と して幅広 い教養や専門性 を磨 くの に

役立ち ま したか。

①役 に立 った ②少 し役 に立 った ③あ まり役 に

立た なか った ④役 に立た なか った

ア ンケ ー トで は,「 各 講習 内容 にっ いて」 の他,

自由記述 によ る感想 ・意見等 も求めてい る.講 習終

了後,ア ンケー ト結果 が送付 され て きて い るが,筆

者の講習 につ いては以下の通 りであ った.

平成27年 度～平成30年 度

11回 分 受講者数466人 回答者数460人

問1 問2 問3

0 397人 86.3 406人 88.3 409人 88.9%

0 60人 13.0 51人 11.1 47人 10.2

参考 まで に,本 年度 行 った3回 分 のア ンケー ト結

果を提示 してお く.

平成30年 度

3回 分 受講者数91人 回答者数90人

問1 問2 問3

0 84人 93.3 83人 92.2 85人 94.4

0 6人 6.7 7人 7.8 5人 5.6

(2)事 後のアンケー ト結果の考察

ア 「各講習内容にっいて」の結果から

問1の 「講習の手段」,問2の 「実践への役立

ち度」,問3の 「幅広い教養や専門性」 のいずれ

においても① と②合わせた数値が99%以 上で,高

い評価を得ている.

問1の 「講習の手段」では,危 機管理 に関する

必要とされる最新の情報を掲載 した資料集の配布,

iPadを 活用 したポイン トが見やす く分か りやす

いプレゼ ンの提示等が,受 講者の高い評価 にっな
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が った もの と思 ってい る.

問2の 「実践へ の役立ち度」 については,受 講

者の事前 ア ンケー ト等を もとに,今 学校 で必要 と

されて いる危機管 理上の諸課題 に対 して,最 新 の

情報 ・デー タを組 み込み,グ ル ープワー ク等 を取

り入れ るなど講 習内容を工夫 して行 った ことが,

受講者の高い評価 にっ なが った もの と思 ってい る.

問3の 「幅広 い教養や専 門性」 にっいては,危

機管理 の基本 となる危機管理推進の要点を諸資料

等を もとに提示 し,法 的な根拠 と幅広 い危機 管理

上の課題 に対す る対応の仕方等を体系的 に学ぶ仕

組みを作 って行 った ことが高い評価 にっ なが った

もの と思 ってい る.

本年度 は3回 講習 を行 ったが,問1,問2,問

3の ア ンケ ー ト結 果 は全 てで① の結果 が90%を

越え,① と② を合 わせ た数値 が100%に な ってい

る.前 年 まで の講習 を しっか り振 り返 り工夫 改善

して行 った ことが,高 い評 価 にっ なが った もの と

考えてい る.

イ 自由記述の意見 ・感想か ら

以下の ような,自 由記述 の感想 ・意見等 が書 か

れていた.

事後ア ンケー ト等の結果か ら(記 述式)

○長年教育現場 を経 験 した講師 の話 とい うことで,

より具体的 に リアル な話 を聞 くことがで きた.ま

た,理 論 的な話 を交 えてあ ったので,と ても有 意

義だ った.

○危機管理の考え方を実践的 に学ぶ ことがで きた.

○現場 の実態 にあ った 内容が多 く,今 回学 んだ こと

は,早 速活用 していきたい.

○子 どもの指導 に対す るク レー ムの事例研究が勉強

になった.

○学校現場 で生 かせ る実践が多 く,他 の先 生に も伝

えてい きたい.

○テー マに沿 った とて も良い講習 だ った.危 機 管理

にっいて しっか り学び直す ことがで きた.

○数多 くの資料 とプ レゼ ンテーシ ョン,グ ループワー

クを取 り入れ た講 義で,こ れ まで の実践 を振 り返

りなが ら分か りやす く学ぶ ことがで きた.

○事例 研究 で は,幼 ・保,小 学 校,中 学校,高 校 の

先生 と話す機会 があ り,そ れぞれ の現場 での状況

を知 ることが で きて勉強 にな った.意 見交換 をす

ることがで きて刺激 になった.

○危機管理 にっ いては,校 内研修 の際 に学 び考え る

機会 はあるが,時 間が短 か った り内容 に片 寄 りが

あ った り して学びが深 まりきれてい ない事が多い.

今回,危 機管理 にっ いて体系的 に学ぶ ことがで き

て,視 野が広が った.

○講師の分かりやすい説明と身近な事例で午前の時

間があっという間だった.ま た,パ ワーポイン ト

が見やす く操作がスムーズにされていたので,私

も現場で参考にしたいと思った.

○今回講義を聞き,事 例をもとにグループ協議を行

う中で,対 象や問題状況が多様化 ・複雑化 し,教

職員一人の力では対応困難になっていると感 じた.

個としての対応に頼らず集団 ・組織で対応 し,き

め細やかな手立てを行うことが必要だということ

を学んだ.今 回のグループでの協議題はい じめ対

応であったが,ま さに我々が直面 している課題で

あ った.校 種が違う方 とも意見交換を行 う中で,

改めて危機管理意識の大切さと,チ ームで継続的

に子どもたちに関わり支援 していく必要性を感 じ

た.

○学んだことは,基 礎 ・基本の大切さであり,日 常

の取 り組みや積み重ねの大切 さ,ま た,こ れまで

の災害や事件 ・事故と判例からの学びの大切さで

ある.

○学校には 「個」だけではなく 「組織」としての重

要性を感 じた.講 習の中の事例検討の3つ の問題

は,い ずれも教師個人で解決や対応できるもので

はなく,「組織」 として教師が連携 していく大切

さを感 じた.そ のためにも日頃のコミュニケーショ

ンを大切にし,助 け合える関係づ くりを意識 した

り,同 じ職場の先生達の小さな変化にも気づける

ような気持ちにゆとりをもった関わりに努めたい.

○危機管理が多岐にわたることを改めて知ることが

できた.

「現場の実態に即 した講習内容であ った」という

感想が多 く見 られたが,そ れは筆者 自身が学校現場

での経験があり,危 機管理にっいても実際の事故 ・

事件を通 していろいろと対応 してきたことによると

考えている.簡 単には対応できない,解 決できない

困難な事案も多く経験 してきた中で,的 確 な対応を

するためにはどういうことが必要なのか,と いうこ

とを体得 してきたように思 っている.そ のようなこ

とを,講 習の中で受講者に語 っていったことが評価

へとっながったのだと考えている.正 に現場経験者

の強みを発揮できたものと思っている.

また,「体系的に学ぶことができて視野が広が っ

た」という感想があ ったが,危 機管理の対象となる

ものは,多 様で多岐にわたる.「危機管理にっいて

は,校 内研修の際に学び考える機会はあるが,時 間

が短かったり内容に片寄りがあ ったりして学びが深

まりきれていない事が多い.」との記述もあったが,

時間の制限もあり,校 内研修では十分学び切れてい

ない面があるのではないか と考えている.そ こで,
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本講習では学校における危機管理という観点か ら,

どういうものが対象となるのか広 く捉えさせ,そ の

中で,危 機管理のプロセスや基本的な対応スキル,

法的根拠,事 例をもとに した具体的な対処法,組 織

的対応の意義,関 係諸機関との連携の在 り方にっい

て体系的に整理 し講習を行 ったことが,そ のような

感想にっながったものと思っている.

それから,「事例研究でのグループ協議が大変有

意義だ った」 という感想も多 く見 られた.特 に更新

講習は,幼 ・保,小,中,高,特 別支援学校,教 職経

験者と受講者の校種が多様である.グ ループはいろ

いろな校種の人で作 るようにしているので,そ れぞ

れの現場で培われてきた様々な対応の仕方等が出さ

れ,協 議が深まったのだと考えている.

そ して,「タブ レッ トでの資料提示も見やす く効

果的だ った」「プ レゼ ンが見やすか った」という感

想や 「資料 も豊富で,そ の内容 も分か りやす く,話

を聞き,資 料でも確認できた.校 内研修で使えそう

な資料も,活 用させていただきたい」というような

感想があったが,講 習内容が受講者により伝わるよ

うiPadを 活用 した効果的な提示(パ ワーポイント,

メタモジ,実 物投影機等を必要に応 じながら切 り替

え提示),最 新のデータ等を入れた資料集の作成 に

も取 り組み提供 したことが,そ のような評価にっな

がったものと思っている.受 講者が講習に対 して有

益性を感 じるためには,講 習をす る側にも,講 習内

容を鋭意工夫改善 してい くことが求められる.

講習で扱 った内容は,受 講者が持ち帰 って校 内研

修に利用できるものであり,か なり波及効果もある

のではないかと考えている.更 新講習で学んだこと

が,学 校現場での危機管理への対応力の向上にっな

がれば,本 講習の意義 もあるものと思われ,ま た,

そのことを期待 しているところである.

6更 新講習 を通 しての 「学校 における危機

管理」についての考察

「危機管理」への対応は,学 校現場において重要

な課題である.教 職員一人一人の危機管理対応能力

を向上 していくことが,学 校組織としての対応力の

向上にっながるものと考えている.

平成27年12月,中 央教育審議会は 「これからの学

校教育を担う教員の資質能力の向上について ～学

び合い,高 め合う教員育成 コミュニティの構築 に向

けて～」の答申を出し,そ の中で 「東 日本大震災を

は じめとした自然災害や学校管理下における事件 ・

事故災害が繰 り返 し発生 している現状から,全 ての

教職員が災害発生時に的確に対応できる素養(知 識 ・

技能等)を 備えてお くことが求められている.」と

述べている.3)

学校経営の視点からも,教 職員一人一人の危機管

理対応能力を高めてい くことは極めて大事なことで

あると考えている.学 校 において1っ の重大事件 ・

事故が発生すると,そ の対応に追われ,教 育活動も
一時ス トップしてしまう状況 も生 じる.ま た,保 護

者,地 域か らの信頼を大きく失墜 してしまうことも

ある.子 どもたちの安全をきちんと確保 し,教 育活

動を円滑に進めてい くためには,危 機管理 に対する

教職員一人一人の意識 ・対応能力を高めることはも

ちろん組織としての対応力も高めてい くことが重要

になって くる.そ れぞれの学校においてもそのこと

を認識 しっっ,危 機管理 にっいての研修を行ってい

ると思われるが,現 実には,各 学校での危機管理へ

の取 り組み は,「研修等の時間が十分 とれ ない」,

「自分の学校での重大な事故等の発生がなく危機意

識が足 りない」等の課題もあり,ま だまだ十分では

ないと考えている.教 育委員会,学 校での更なる研

修等の工夫,充 実が求められているところである.

そう考えると,筆 者が行 っている更新講習は,十

分時間を取 り 「危機管理」にっいて体系的に,法 的

な面も含めて,具 体的な事例をもとにじっくり学べ

る貴重な時間になっていると考えている.

講習を,受 講者にとってより有用性を感じる内容

とするためには,学 校での危機管理の対象となる事

柄はかなり範囲が広 く多種多様であるが,で きるだ

け各校種に応 じた具体的な事案をもとに,受 講者が

意識を高めて受講する内容にしていくことが必要で

あると考えている.ま た,受 講者の校種 ・職種 ・経

験年数が様 々であるので,そ れぞれのニーズにあっ

た講習内容に してい くことも大事である.「本講習

で学びたいこと」 にっいて,事 前アンケー トをとっ

ているので,そ れ らを参考にし,よ り一層の講習内

容の工夫改善を図っていきたい.

改善点として,い っ も取 り扱う内容が多く(準 備

した内容が多 く),全 てを消化 し切れていない面が

ある.も う少 し精選 して,講 習内容を工夫 してい く

ことも必要であると考えている.筆 者が学校現場で

の教育の実践者 と言うことで,学 校現場で実際に起

きているような切迫感のある事案を取り上げ具体的

な対処法等を考察 していくという手法は,受 講者の

危機意識の高揚,実 践的対応力の向上 という点では
一一定の効果を上げていると考えている.た だ,も う

少 し危機管理にっいての研究論文,専 門書籍から導

かれる,「理論的」 な内容を組み入れてい くことも

必要であると考えている.今 後一層効果的な危機管

理の在り方にっいて研究を深めていきたい.
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7お わ りに

これ まで平成27年 度か ら30年 度まで計11回 「危

機管理」の講習を行ってきた.学 校現場においても,

「危機管理」にっいての研修は多 く行われてきてい

ると思 っているが,講 習終了後の受講者か ら,「危

機管理にっいては,校 内研修の際に学び考える機会

はあるが,時 間が短かったり内容に片寄 りがあった

りして学びが深まりきれていない事が多い.今 回,

危機管理にっいて体系的に学ぶ ことができて,視 野

が広が った.」 という感想があり,学 校現場での危

機管理に対 しての研修等が必ず しも十分に行われて

いない状況ではないかと考えている.当 然,学 校現

場では,い ろいろな内容の研修をすることが求めら

れてお り,危 機管理に割 く時間も限られている現状

では,そ れ も致 し方のないところである.そ のよう

な点からも,更 新講習で,「危機管理」 にっいて,体

系的に,理 論面実践面 も含めて学ぶことは有意義な

ことだと思っている.

また,更 新講習の在 り方にっいては,平 成28年 度

から,必 修領域の内容を必修領域と選択必修領域 に

分けて実施され るようになった.筆 者が担当 してい

る 「危機管理」は平成27年 度までは必修領域の内

容であ ったが平成28年 度か ら選択必修領域の内容

となり,受 講者が希望 して受講できるようになって

いる.本 講習も受講者が希望 して受講す るようにな

り,そ のことも講習の効果を上げている一一因ではな

いかと思っている.

講習の事後のアンケー ト等の結果を見ると,受 講

者の危機管理への意識はかなり高まったと思われ,

講習の一定の効果があったものと捉えている.

危機管理 においては,rリ スク ・マネジメン ト」

(事前の対策),「クライシス ・マネジメン ト」(事 後

の対策)の 重要性が叫ばれているが,ま ずは,事 前

の対策,や むなく発生 した場合は,命 を守ることを

第一一に,迅 速で適切な対応を行うことが求められて

いる.教 職員一人一一人の危機管理への意識,基 本的

なスキル等が高まることにより,学 校での重大事故

等はかなり減少す るのではないかと考えている.本

講習を参考に,各 学校における危機管理研修が充実 ・

深化 していくことを願っている.

また,現 在教職大学院においても 「危機管理の理

論と実践」の授業の主査を担当 している.そ の授業の

充実にもっながるような取り組みを行っていきたい.
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